
年度 群馬県最低賃金
製鋼・製鋼圧延業、鍛鋼・
鍛工品・鋳鋼製造業

金属加工機械、一般産業用機械・
装置、事務用・サービス用・民生
用機械器具、その他の機械・同部

分品製造業

電気機械器具製造業 輸送用機械器具製造業

円 円 円 円 円

元年 3,822（478） ― 4,327（541） 4,325（541） 4,326（541）

２年　 4,007（501） 4,577（573） 4,537（568） 4,537（568） 4,537（568）

３年　 4,204（526） 4,818（603） 4,774（597） 4,773（597） 4,774（597）

４年　 4,380（548） 5,034（630） 4,978（623） 4,976（622） 4,978（623）

５年　 4,516（565） 5,204（651） 5,146（644） 5,136（642） 5,144（643）
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造
業
　

4,625（579） 5,359（670） 5,283（661） 5,272（659） 5,281（661）

７年　 4,731（593） 5,490（687） 5,411（677） 5,399（675） 5,409（677）

８年　 4,830（606） 5,613（703） 5,536（693） 5,522（691） 5,534（693）

９年　 4,936（620） 5,746（720） 5,670（710） 5,655（708） 5,667（710）

１０年　 5,026（629） 5,851（732） 5,775（722） 5,760（720） 5,772（722）

１１年　 5,071（635） 5,904（739） 5,828（729） 5,813（727） 5,825（729）

１２年　 5,111（639） 5,953（745） 5,877（735） 5,862（733） 5,874（735）

１３年　 5,146（644） 5,993（750） 5,917（740） 5,902（738） 5,914（740）

電気機械器具、情報通信機械器
具、電子部品・デバイス製造業

644 751 741 739 741

１５年　 644 752 742 740 742

１６年　 645 754 744 742 744

１７年　 649 758 748 746 748

１８年　 654 763 753 751 753

１９年　 664 773 763 761 763
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機
械・装置、その他のはん用機械・
同部分品、金属加工機械、その他
の生産用機械・同部分品、事務用
機械器具、サービス用・娯楽用機
械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業

675 784 774 772 774

２１年 676 787 777 775 777

２２年 688 795 784 782 784

２３年 690 799 788 786 788

２４年 696 805 794 792 794

２５年 707 815 804 802 804

２６年 721 828 817 815 817

２７年 737 841 830 829 830

２８年 759 857 846 845 846

２９年 783 876 865 865 865

30年 809 897 886 886 886

 

元年 835 919 908 908 908

２年 837 921 910 910 910

３年 865 946 935 935 935

４年 895 976 965 965 965

５年 935 1,017 1,006 1,006 1,006

６年 985 1,067 1,056 1,056 1,056

７年 1,063 1,131 1,120 1,120 1,120

群馬県の最低賃金額の推移

６年　

２０年　

１４年　

※平成１４年から日額
表示が廃止され、時間
額のみの表示となっ
た。

平成

令和


